
議案第４号  

 

 

権利の放棄について  

 

 

 下記のとおり権利を放棄することにつき、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

96 条第１項第 10 号の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

１  放棄する権利の内容  

生活支援ハウス事業の利用者負担金請求権  451,774 円  

 

２  放棄する権利の相手方  

■■■■■  

■■■■■  

 

３  放棄する理由  

相手方が死亡し、その相続人全員が相続を放棄したことにより、債権が徴収不能と

なったことから債権整理を行うもの。  

 

 

  平成 29 年２月 28 日  提出  

 

 

                  羽曳野市長  北  川  嗣  雄     

 


